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　次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境整備を進めるため、次世代育成支援対策推進法では、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めていくこととされています。

　常用労働者数１０１人～３００人の企業におかれては、平成２３年４月から、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般事業主行動計画を策定・公表・従業員に周知し、労働局にその旨を届け出ることが義務づけられていますが、支援対策の効果をあげるため、早期に策定・届出されるようお願いします。
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問合せ先　　　神奈川労働局雇用均等室　  　０４５（２１１）７３８０
ホームページ　http://www.kana-rou.go.jp　　次世代応援サイトをごらんください。



次世代育成支援対策推進法に基づく


一般事業主行動計画


の策定が義務づけられます





平成２３年４月１日から





行動計画は早期に策定を


　早期に行動計画を策定することは、従業員の仕事と子育てを応援する姿勢を示すこととなり、企業のイメージアップ・人材確保につながります。


また行動計画を実施し一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができ、自社の商品等に次世代認定マークを付けることができます。








一般事業主行動計画とは


　企業が社員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない社員も含め多様な労働条件の整備などの取組を行うために、①計画期間、②目標、③その目標達成のための対策と実施期間の３つの事項を定める行動計画のことをいいます。





次世代認定マーク


【くるみん】








行動計画例Ⅱ　育児をしている社員が多いＢ社





１　計画期間　　平成23年 1月 １日


～平成○年○月


２　内容（例）


目標　計画期間中に育児休業の取得状況を以下


の水準まで引き上げる


　　　男性　１名以上　女性　80％以上


対策　平成○年○月


管理職を対象に取得促進研修を実施


　　　平成○年○月


　対象者に制度に関する情報を提供








行動計画例Ⅰ　出産を契機に退職する女性社員が多いＡ社


１　計画期間　　平成22年11月１日


～平成○年○月


２　内容（例）


目標　 女性社員が安心して出産、復職できる環境を整備する





対策　平成○年○月


対象者を把握し、母性健康管理制度に


関する情報を提供











